
 

総  総  第 221-2 号 

           令 和７年４月 25 日 

 

 各都道府県 

私立高等学校等設置者 殿 

 

                       沖縄県総務部総務私学課長  

                     ( 公 印 省 略 )  

 

令和 7 年度沖縄県私立高等学校等奨学のための給付金（新入生に 

対する一部早期給付）（専攻科分除く）に関する周知について 

（依頼） 

 

 

 平素より、本県の私学行政の推進について格別のご協力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、沖縄県では授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生

等がいる非課税世帯を対象に、みだしの給付金を給付することとして

おります。この給付金は、沖縄県外の私立高校等に在学する生徒の保

護者等が沖縄県内に在住する場合に対象となるもので、当該保護者等

は沖縄県に申請することとなっております。 

 つきましては、下記１及び２の資料等をご活用のうえ、貴法人が設

置する学校の生徒の保護者等に対し、周知いただくようお願い申し上

げます。 

 また、貴法人が設置する学校単位で申請書等を取りまとめ、沖縄県

担当者あて郵送いただけると幸いです。この場合は、下記３（２）の

受付期間内に到達するようお願いいたします。 

 

記  

1.  送付資料 

①  沖 縄 県 私 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 （ 新 入 生 に 対 す る  

一部早期給付）リーフレット 

②  奨学のための給付金申請様式 

 

2.  沖縄県ホームページ 

 「沖縄県私立高等学校等奨学のための給付金」 
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/gakko/1023180/1018620/index.html 

 

上記 URL から申請書等をダウンロードすることができます。  

 ＊令 和７ 年４ 月 30 日 に 更新 を予 定して いま す。  



 

3.申請方法等 

（ 1）申請方法：申請者から当県あて郵送又は持参 

  〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

沖縄県総務部 総務私学課 私学・法人班「奨学給付金」担当 

 

（ 2）受付期間： 

  【新入生に対する一部早期給付】 

   令和７年５月１日（木）～５月 21 日（水）  

 

 

4.その他   

 専攻科分については、改めてご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

沖縄県総務部 総務私学課 

私学法人班 上原  

TEL：098-866-2074 FAX：098-866-2079 

Email:uehahats@pref.okinawa.lg.jp 


